
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます 

 

当院では、令和３年１０月よりマイナンバーカードを健康保険証として利用

することが可能になりました。 

初回のみ、マイナンバーカードの健康保険証利用の申込が必要です。 

ご利用を希望される方には事前の利用申込をおすすめしております。以下を

参考に事前の利用申込にご協力をお願いいたします。 

なお、マイナンバーカードを初めてご利用される際には、必ず健康保険証も

一緒にお持ちいただきますようお願いいたします。 

詳しくは厚生労働省ホームページなどをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０ 月 

新潟県立坂町病院 



顔写真を表にして縦向きに置き、
つきあたりまで押し当ててください
カバー等は外してください

×カバーあり カバーなし

縦向きつきあたりまで
押し当てる

カードリーダーに
マイナンバーカードを置いてください

カンタン
受付！

マイナンバーカードをお持ちの方は
カードリーダーで受付を！

マイナンバーカードを置いた後は

受付完了後はマイナンバーカードを
忘れずにお取りください！

画面の指示に従って操作してください

※万が一、カードリーダーにご自身以外の名前が表示された場合は、受付までお知らせください。


